更生医療のご案内
○更生医療とは
　１８歳以上の身体障害者手帳所持者が、その障害を除去・軽減する手術等の治療を指定自立支援医療機関で受ける場合に、自己負担額を一部公費で負担し、医療費の軽減を図るものです。
（対象となる障害と標準的な治療の例は、裏面「１　医学的意見書」を参照してください。）
○更生医療のメリット
　①医療費の自己負担額が　３割　から　１割　になります。
　②１か月の自己負担上限額が以下の表のとおり設定されます。
	所得区分
	自己負担割合
	１か月の自己負担上限額

	
	
	「重度かつ継続」に
該当しない
	「重度かつ継続」に
該当する

	生活保護世帯
	0割
	０円

	市町村民税非課税世帯　（低所得層１） 
　本人収入額　年80万円以下 
	1割
	２,５００円

	市町村民税非課税世帯　（低所得層２）
　本人収入額　年80万円超 
	
	５,０００円

	市町村民税　　　　　  （中間層1） 
　所得割3万3千円未満 
	
	医療保険の
自己負担限度額
	５,０００円

	市町村民税    　      （中間層2） 
　所得割23万5千円未満 
	
	
	１０,０００円

	市町村民税    　　　  （一定所得以上）
　所得割23万5千円以上 
	（右記）
	更生医療非該当
(一般医療と同じ扱い)
	２０,０００円


※所得区分は、保険料の算定対象となっている方の市民税の所得割額の合計額で決定します。
[bookmark: _GoBack]・国民健康保険、後期高齢者医療保険：被保険者全員
・社会保険：被保険者本人
※「重度かつ継続」にあたる医療内容
①腎臓機能・小腸機能・免疫機能障害の方
　　・腎臓機能→人工透析療法、腹膜灌流（ＣＡＰＤ）、腎移植及び抗免疫療法
　　・小腸機能→中心静脈法及びこれに伴う医療
　　・免疫機能→抗ＨＩＶ療法、免疫調節療法等ＨＩＶ感染に対する医療
　②医療保険の多数該当の方
　　・医療保険上の世帯で、直近の一年間に高額療養費が３回以上支払われ、今回で４回以上となる方


＜参考＞　特定疾病・高額長期疾病の場合、医療保険でも限度額が設定されます。
以下の疾病により長期の治療を受ける必要がある場合、「特定疾病療養受療証」を　医療機関に提示することにより、自己負担限度額が１か月10,000円（人工透析を要する70歳未満の上位所得者は、20,000円）までとなります。
疾病：人工透析を必要とする慢性腎不全、血友病、
血液凝固因子製剤の投与に起因するＨＩＶ感染症



○更生医療申請に伴う提出書類
１　医学的意見書　　　　　　　　　　　　　
　　　指定自立支援医療機関で更生医療を主として担当する医師が記入したもの。
※手術が更生医療の対象である場合、日付が手術日以前である必要があります。
	医学的意見書の種類
	代表的手術例
	その他添付が必要なもの

	肢体不自由用
	人工関節置換術、骨切術
	レントゲン写真

	視覚障害用
	角膜移植、白内障手術
	

	聴覚、平衡・音声・言語
又はそしゃく機能障害用
	顎・口蓋裂形成術、人工内耳埋込術、人工咽頭、歯科矯正治療
	

	心臓・呼吸器障害用
	バイパス移植術、弁置換術、
ペースメーカー移植術
	心電図の写し

	腎臓機能障害用
	人工透析、腎移植後の抗免疫療法、腹膜灌流
	

	肝臓機能障害
	肝臓移植、肝移植後の抗免疫療法
	

	免疫機能障害用
	抗ＨＩＶ療法
	


２　医療費概算額算定表　　　　　　　　　　　
　　　指定自立支援医療機関で更生医療を主として担当する医師が記入したもの。
３　自立支援医療（更生医療）支給認定申請書　【様式第１９号（第１２条関係）】
　　　障害者、保険証、医療機関、薬局に関する記入があり、申請者自筆による署名があるもの。
４　同意書　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　住所、名前を記入したもの。
　　　（本年１月１日に坂戸市に住所がない場合、前住所地で発行した（非）課税証明書）
５　保険証のコピー　　　　　　　　　　　　　
　　　国民健康保険以外の保険の場合は、同一保険に加入している全員分の保険証のコピーをご用意ください。
６　特定疾病療養受療証のコピー　　　　　　　
　　　医療保険の特定疾病療養を受けられている方は、特定疾病療養受療証のコピーをご用意ください。
○判定依頼調書
　更生医療は、埼玉県が審査と判定を行い、それに基づいて受給者証を発行するものです。そのため、判定に必要な調書を作成する必要があります。
最初の申請に際しては、発症から現在までの経緯や生活の現況など、治療の継続に係る情報の聞き取り調査を行います。
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